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【別紙３】

入札条件の検討について

１１１１．．．．落札業者落札業者落札業者落札業者にににに請負代金請負代金請負代金請負代金のののの前払金前払金前払金前払金をををを行行行行うかうかうかうか検討検討検討検討することすることすることすること。。。。
法人が法的に前金払を行わなければならない義務はなく、法人の自主的判断

となる。

○ 法人が前金払を行う場合には、仮に工事の出来高が前金払の支払額以下の時

点で建設業者が急遽倒産した場合、法人が不利益を受けることがあるため、法

人としては請負業者に前金払の保証契約を保証会社と締結させ、法人へ保証証

券を提出させておくことが得策と考えられる。

○ ただし、請負業者が保証会社と前金払の保証契約を締結するためには、工事

請負契約約款の記載に前金払に関する条項が必要である。

○ また、設計図書の閲覧及び現場説明時には、前金払について支払うか、支払

わないかを説明すること。

○ 前金払を支払う場合には、別紙５「競争契約入札心得」第７の前金払の特約

の欄が適用となるよう様式４（指名競争入札の場合は、様式１２）指名通知に

「第２から第５まで」に加えて「第７」を含めておくこと。ただし、上記「第

７」の内容が適合する場合のみ。

（適合しない場合には訂正し使用すること。）

２２２２．．．．落札業者落札業者落札業者落札業者にににに契約保証金契約保証金契約保証金契約保証金をををを納付納付納付納付させるかさせるかさせるかさせるか検討検討検討検討することすることすることすること。。。。
法人が法的に契約保証金を納付させなければならない義務はなく、法人の自

主的判断となる。

○ 徳島県の公共工事においては、請負業者が工事途中で急遽倒産した際等に、

再度工事を発注する費用等として、請負業者に契約保証金を納めなければなら

ないとしている。（契約金額の１０分の１以上の契約保証金を納付し、又はそ

の納付に変わる担保を提供して契約を結ばなければならない。）

○ ただし、法人が契約保証金を納付させる場合には、工事請負契約約款に契約

保証金に関する条項が必要である。

○ また、設計図書の閲覧及び現場説明時には、契約保証金について納付させる

か、納付させないかを説明すること。

○ なおなおなおなお、、、、徳島県徳島県徳島県徳島県はははは請負契約時請負契約時請負契約時請負契約時におけるにおけるにおけるにおける工事完成保証人制度工事完成保証人制度工事完成保証人制度工事完成保証人制度はははは廃止廃止廃止廃止しているのでしているのでしているのでしているので設設設設

定定定定しないことしないことしないことしないこと。。。。

○ 契約保証金を納付させる場合には、別紙５「競争契約入札心得」第６の契約

の締結の欄が適用となるよう様式４（指名競争入札の場合は、様式１２）指名

通知に「第２から第５まで」に加えて「第６」も含めておくこと。ただし、上

記「第６」が適合する場合のみ。（適合しない場合には訂正し使用すること。）
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【別紙４】

徳島県建設工事請負業者選定要綱第３条別表に基づく業者の格付等級等及び発注上限金額

（Ｒ２．４．１改正）

建 設 工 事 の 種 類 等 級 格 付 点 数 発 注 上 限 金 額

特Ａ １，３２２以上 －－－－－－－－－－－

土 木 一 式 工 事 Ａ ８００以上 ２億円未満

とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 Ｂ ６８４以上 ５０００万円未満

水 道 敷 設 工 事 Ｃ ３８１以上 ２０００万円未満

Ｄ ３８０以下 １０００万円未満

特Ａ １，０４６以上 －－－－－－－－－－－

建 築 一 式 工 事 Ａ ７８９以上 ２億円未満

Ｂ ６０７以上 ７０００万円未満

Ｃ ６０６以下 ２５００万円未満

Ａ ９００位上 －－－－－－－－－－－

電 気 工 事 Ｂ ７８０位上 ４０００万円未満

Ｃ ７７９以下 ２０００万円未満

Ａ ８００以上 －－－－－－－－－－－

電 気 通 信 工 事 Ｂ ５００以上 ２０００万円未満

Ｃ ４９９以下 ５００万円未満

Ａ ７８０以上 －－－－－－－－－－－

管 工 事 Ｂ ７１０以上 ３０００万円未満

Ｃ ７０９以下 １５００万円未満

Ａ ９８０以上 －－－－－－－－－－－

鋼 構 造 物 工 事 Ｂ ８００以上 ４５００万円未満

Ｃ ７９９以下 ２０００万円未満

Ａ ９１０以上 －－－－－－－－－－－

ほ 装 工 事 Ｂ ７８０以上 ３０００万円未満

Ｃ ７７９以下 １０００万円未満

Ａ ７６０以上 －－－－－－－－－－－

し ゅ ん せ つ 工 事 Ｂ ６３０以上 ４５００万円未満

Ｃ ６２９以下 ２０００万円未満

Ａ ７４０以上 －－－－－－－－－－－

塗 装 工 事 Ｂ ６６０以上 －－－－－－－－－－－

Ｃ ６５９以下 ５００万円未満

Ａ ７４０以上 －－－－－－－－－－－

防 水 工 事 Ｂ ６８０以上 －－－－－－－－－－－

Ｃ ６７９以下 ５００万円未満

Ａ ７００以上 －－－－－－－－－－－

機 械 器 具 設 置 工 事 Ｂ ６５０以上 １０００万円未満

Ｃ ６４９以下 ５００万円未満

Ａ ７６０以上 －－－－－－－－－－－

造 園 工 事 Ｂ ６４０以上 －－－－－－－－－－－

Ｃ ６３９以下 ５００万円未満

Ａ ８００以上 －－－－－－－－－－－

解 体 工 事 Ｂ ６００以上 ４０００万円未満

Ｃ ５９９以下 １５００万円未満

そ の 他 ※
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（注）１．適格業者の選定は、建設工事の種類の等級別発注上限金額に対応する等級以上

の等級の資格を有する業者のうちから選定するものとする。

２．県外建設業者については、上記「格付点数」を「総合評定値通知書（経営事項

審査結果通知書）」に読み替えるものとする。

（本表「格付点数」及び「発注上限金額」は、県土整備部が行う改正に併せて変更する。）



競 争 契 約 入 札 心 得
（最終改正平成３１年４月１日）

（目 的）
第１ 建設工事等の一般競争入札及び指名競争入札を行う場合において、入札参加者は地方自治法（昭和２２年法律第
６７号）、徳島県契約事務規則（昭和３９年徳島県規則第３９号。以下「規則」という。）その他法令を遵守するほか、
この心得の定めによるものとする。

（入札に関する留意事項）
第２ 入札参加者は、県が指示した設計図書、現場等を熟知の上、入札するものとする。
２ 入札書は、様式１により作成し封かんの上、入札参加者の氏名を表記し、指定された時刻までに入札箱に投入しな
ければならない。ただし、電子入札システムによる入札の場合は、入札書締切日時までに提出しなければならない。

３ 入札参加者は、入札書を一旦入札箱に投入した後は（電子入札システムによる入札の場合は、一度提出した後は）、
その引換え、変更又は取り消しをすることができない。

４ 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、委任状を入札執行前に提出し、その代理人の名において入札する
ものとする。この場合において、代理人の身分証明書（市町村長発行）は、不要とする。

５ 代理人が入札する場合の記入例
代理人の場合 復代理人の場合
住 所 住 所
商号又は名称 商号又は名称
代表者 氏名 代 表 者 氏名
代理人 氏名 印 代 理 人 住所

商号又は名称
氏名

復代理人 氏名 印

（入札の辞退）
第２の２ 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
２ 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
(１) 入札執行前にあっては、入札辞退届（様式２）を入札担当者に直接持参し、又は郵送（入札日の前日までに到
達するものに限る。）して行う。

(２) 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。
３ 電子入札システムによる入札の場合は、入札書提出締切日時までに、入札書提出前に限り辞退届を提出することが
できる。

４ 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。ただし、公
正な入札の確保を妨げた者もしくは、疑いのある者はこの限りでない。

（公正な入札の確保）
第３ 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）等に抵触する行為
を行ってはならない。

２ 入札参加者は、入札にあたっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかな
る相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。

３ 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。

（入札のとりやめ等）
第４ 入札参加者が連合した場合、そのおそれが強い場合、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執
行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しく
は取りやめることがある。

２ 入札参加者が１人のみとなった場合には、当該入札を取りやめることがある。

（当該入札が無効となる事項）
第５ 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(１) 記名押印のない入札（電子入札による場合は、電子認証書を取得してない者のした入札）
(２) 入札事項を表示せず、若しくはその記載事項が不明確であり、又は一定の金額をもって価格を表示しない入札
(３) 同一事項に対してした２通以上の入札
(４) 他人の代理人を兼ね、又は２人以上の代理をした者の入札
(５) 委任状を持参しない代理人が行った入札
(６) 入札金額を訂正した入札及び入札の年月日（日付）を誤り、又はその記載のない入札
(７) 明らかに連合によるものと認められる入札
(８) 前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札

（契約の締結）
第６ 落札者は、契約書の案に記名捺印し、落札決定の通知を受けた日から起算して、７日（業務委託契約においては、
５日）以内に、契約金額の１０分の１（予定価格が１０億円以上の建設工事にあっては、１０分の３）以上の契約保
証金を納付し、又はその納付にかわる担保を提供して契約を結ばなければならない。（建設工事においては設計金額
が５００万円未満のとき、業務委託においては設計金額が２０００万円未満のときは、契約保証金の納付又はその納
付にかわる担保の提供を免除する場合がある。）

２ 前項の期間は、契約担当者が特別の理由があると認める場合においては、これを伸縮することができる。
３ 落札者は、前２項の期間内に契約を結ばないときは、その者の落札はその効力を失う。

（前金払の特約）
第７ 請負金額及び受託金額が１００万円以上である場合は、契約締結時に、申し出により１０分の４以内（業務委託
にあっては１０分の３以内）の前金払をすることができる。ただし、公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和
２７年法律第１８４号）の規定による保証事業会社の保証がない場合は、前金払をしない。

２ 請負金額が１００万円以上の工事である場合は、前項の規定による前金払をした後、申し出により１０分の２以内
の中間前金払をすることができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

【別紙５】
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【別紙 6】 一般競争入札一般競争入札一般競争入札一般競争入札によるによるによるによる契約事務契約事務契約事務契約事務のフローのフローのフローのフロー（（（（標準日数標準日数標準日数標準日数））））

内 示

スケジュール表の作成及び県への届出

入札参加資格の要件設定・公告内容の決定

標 準 日 数
公 告 内 容 等 の 県 へ の 届 出

7 日

入 札 参 加 業 者 の 募 集 ・ 公 告

●申請書及び確認資料の提出期間は、入札公告日から
※ 10 日 起算して 10 日目の翌日から 2 日間（※）とする。

入 札 参 加 資 格 審 査 申 請
申 請 書 及 び 確 認 資 料 の 審 査

●参加資格確認の結果を、申請書類及び確認資料の提出
期限の日の翌日から起算して 10 日以内に、入札参加資格
確認通知書により入札参加希望者に通知するものとする。

10 日

入札参加業者名簿案の県への届出

入 札 参 加 資 格 確 認 通 知
入札参加資格業者の県への届出

20 日 設計図書閲覧（貸出）・現場説明

●設計図書の閲覧（貸出）の期間は、確認通知書を通知し
た日の翌日から起算して 3 日目（※）から 2 日間とし、そ
の旨及び閲覧の場所については、入札公告において明らか
にすること。

●質問書の提出期間は、原則として設計図書等の閲覧開始
日の翌日から入札日の 7 日前までとし、質問書に対する
回答書は、入札日の 5 日前までに郵送する。

入 札 （ 開 札 ）
入札結果の県への届出及び公表 ●入札結果の閲覧

7 ～ 14 日
（（（（注注注注 3））））

契 約 の 締 結
「特別な理由」がある場合に工 事 着 工 の 県 へ の 届 出
限り最大７日間延長可能

契 約 内 容 の 県 へ の 届 出
●法人は適正な工事監理を実施すること。

県の中間検査・完了検査の実施
注： １ フローに示す日数は、参考日数である。

２ ※の日数は、土曜、日曜、祝日等を含まない。
３ 「特別な理由」とは、原則として、落札者に帰責事由がなく、やむを得ないと認める場合に限る
こととし、落札者から書面（任意様式）による申し出を受けた場合に適用できるものとする。
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【参考資料】

一 般 競 争 入 札 に よ る 契 約 事 務 の フ ロ ー

内 示

① 入札参加資格の要件設定の決定

入札参加業者の募集・公告

入札参加資格審査申請

県施設所管課へ入札参加業者名簿の案の届出

県から助言を受けた後、理事会で入札参加申請業者の選定

入札参加業者への入札参加資格確認通知

設計図書閲覧・現場説明

予定価格の設定、文書にして封書のまま保管

県から指名停止及び不選定の処分を受けている建設業者に対し、
法人が参加資格の取消

入 札

開 札

落札者となるべき価格 落札者となるべき同価格 落札者が
の入札者が１者のとき 入札者が２者以上のとき ないとき

く じ 再度入札

入札不調
理事会で随意契約の検討

随意契約 資格要件の見直し後、
(予定価 再度公告を行う
格は変更 ①からやり直し
できない

原則２者以上から
見積書を提出させる

落札者の決定 採用者の決定 採用者がいない場合
理事会において資格要件の見直
しを検討し、①からやり直し

理事会の議決

契約の締結
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指 名 競 争 入 札 に よ る 契 約 事 務 の フ ロ ー

内 示

① 指名予定業者の選定

徳島県へ指名業者一覧表の届出

徳島県から助言を受けた後、理事会で指名業者の選定

指名業者に対し、指名通知書を発送

設計図書閲覧・現場説明

予定価格の設定、文書にして封書のまま保管

徳島県から指名停止及び不選定の処分を受けている建設業者に対し、

法人が指名通知の取り消し

入 札

開 札

落札者となるべき価格 落札者となるべき同価格 落札者が

の入札者が１者のとき 入札者が２者以上のとき ないとき

く じ 再度入札

入札不調

理事会で随意契約

か指名替えの検討

随意契約 指名替え

(予定価 ①からやり直し

格は変更

できない

原則２者以上から

見積書を提出させる

落札者の決定 採用者の決定 採用者がいない場合

理事会において指名替え

を検討し①からやり直し

理事会の議決

契約の締結
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様式１

（用紙Ａ４）

入 札 書

百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

１ 入札書記載金額

２ 工 事 名

３ 路 線 名 等

４ 工 事 箇 所

５ 入 札 保 証 金 免 除

上記により工事の請負をいたしたいので、競争契約入札心得及び徳島県契

約事務規則（昭和３９年徳島県規則第３９号）により入札します。

年 月 日

入札者 住 所

商号又は名称

代 表 者 名

殿
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様式２

（用紙Ａ４）

入 札 辞 退 届

１ 工 事 名（委託業務名）

２ 路線名等

３ 工事箇所（委託業務箇所）

上記について指名を受けましたが、次の理由により入札を辞退します。

理 由

年 月 日

住所

商号又は名称

代表者名

殿



番
号

予
定
価

格
調
書

1

工
事
名

障
害
者
支
援
施
設

○
○
○
○
○
園

新
築
工
事

路
線
名
等

工
事
箇
所

徳
島
県
○
○
郡
○
○
町
○
○
字
○
○
番
地

設
計
金
額

￥
設
計
金
額

￥

（
税
抜
き
価
格
）

予
定
価
格

￥
予
定
価
格
の
入
札
書
比
較
￥

価
格
(税
抜
き
価
格
)

社
会
福
祉
法
人

○
○
○
○
会

理
事

長
○
○
○
○

印
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番
号

最
低
制
限

価
格
調
書

1

工
事
名

障
害
者
支
援
施
設

○
○
○
○
○
園

新
築
工
事

路
線
名
等

工
事
箇
所

徳
島
県
○
○
郡
○
○
町
○
○
字
○
○
番
地

予
定
価
格

￥
予
定
価
格
の
入
札
書
比
較
価
￥

格
（
税
抜
き
価
格
）

最
低
制
限
価
格

￥
最
低
制
限
価
格
の
入
札
書
￥

比
較
価
格
(税
抜
き
価
格
)

社
会
福
祉
法
人

○
○
○
○
会

理
事

長
○
○
○
○

印

（
注
）
最
低
制
限
価
格
を
設
定
す
る
場
合
の
み
使
用
す
る
こ
と
。
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注）消費税率８％として記載

kanrisya
テキスト ボックス

kanrisya
テキスト ボックス

kanrisya
テキスト ボックス

kanrisya
テキスト ボックス

kanrisya
テキスト ボックス

kanrisya
テキスト ボックス

kanrisya
テキスト ボックス

kanrisya
テキスト ボックス
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8

8

kanrisya
テキスト ボックス

kanrisya
テキスト ボックス

kanrisya
テキスト ボックス

kanrisya
テキスト ボックス

kanrisya
テキスト ボックス

kanrisya
テキスト ボックス

kanrisya
テキスト ボックス
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kanrisya
テキスト ボックス

kanrisya
テキスト ボックス

kanrisya
テキスト ボックス
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8

8

kanrisya
テキスト ボックス

kanrisya
テキスト ボックス

kanrisya
テキスト ボックス

kanrisya
テキスト ボックス

kanrisya
テキスト ボックス

kanrisya
テキスト ボックス

kanrisya
テキスト ボックス

kanrisya
テキスト ボックス
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kanrisya
テキスト ボックス

kanrisya
テキスト ボックス

kanrisya
テキスト ボックス

kanrisya
テキスト ボックス

kanrisya
テキスト ボックス

kanrisya
テキスト ボックス

kanrisya
テキスト ボックス

kanrisya
テキスト ボックス

kanrisya
テキスト ボックス

kanrisya
テキスト ボックス
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kanrisya
テキスト ボックス



kanrisya
テキスト ボックス

kanrisya
テキスト ボックス

kanrisya
テキスト ボックス

kanrisya
テキスト ボックス
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kanrisya
テキスト ボックス

kanrisya
テキスト ボックス

kanrisya
テキスト ボックス
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テキスト ボックス

kanrisya
テキスト ボックス

kanrisya
テキスト ボックス
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